
 
日本磁気科学会 会則 2013/11/26 
 
第 1 章 総則・目的・事業 
  
第１条 この団体は日本磁気科学会（以下本会）という。  
２ 本会の英文呼称は The Magneto-Science Society of Japan とする。  
 
第２条 本会は磁気科学を研究している、あるいは興味を持つ国内外の個人および諸団体の相互の連絡を

促進し、国内外の磁気科学の発展とその成果の普及に務め、学術・教育・産業・環境・資源・医療・福

祉などの各分野に寄与することを目的とする。  
 
第３条 本会は，前条の目的を達成するために，次の事業を行う。  
(1) 磁気科学に関する研究集会を開催する。 
(2) 磁気科学に関する図書を発行する。  
(3) 磁気料学の研究を促進するための必要な事業を行う。 
(4) 磁気科学の成果を普及するための必要な事業を行う。 
  
第４条 この会則の実行に必要な規則の制定・改廃は理事会が行う。  
 
第５条 本会のすべての会議は議事録を作成し、事務局が保管する。  
 
第２章 会員  
 
種類  
第６条 会員は、国籍または本拠の存在する国は問わず、次の 4 種類とする。  
(1) 正会員  
(2) 学生会員  
(3) 賛助会員  
(4) 提携会員  
２ 正会員は本会の事業に参加する研究者・技術者・教育者およびその他の個人とする。 
３ 学生会員は本会の事業に参加する大学および大学院に在学中の者とする．  
４ 賛助会員は本会の事業に協力する営利団体とする。  
５ 提携会員は本会の事業に協力する非営利団体とする。  
 
入会  
第７条 本会に入会しようとするものは、別に定める規則によって事務局に申し込み、理事会の承認を得

なければならない。  
２ 会員は別に定める規則により入会金･会費を納めるものとする。納入した入会金･会費 
は払い戻さない。 
 
権利  
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第８条 会員は次に掲げる権利を有する。  
(1) 本会の催す研究集会での発表およびその他の行事への参加 
(2) 本会に対する希望を申し出てその審議を求めること  
(3) 本会の発行する図書への寄稿  
 
退会・除籍・除名  
第９条 会員は別に定める規則により会長に届け出て退会することができる。  
２ 会員は死亡し、または失踪宣言を受け、または賛助会員または提携会員である団体が 
解散したときはその資格を喪失し，除籍となる．  
３ 会員が次の事項に該当するときは、会長が除名することができる。  
(1) 正当な理由なく会費等を１ヵ年以上滞納したとき  
(2) 本会の名誉を傷つけ、理事会の承認後、総会において除名の決議が行われたとき  
 
第３章  組織 
 
役員 
第１０条 本会に次の役員を置く。  
(1) 理事（会長）1 名  
(2) 理事（副会長）3 名以内（うち事務局長１名）  
(3) 理事（上記(1),(2)以外）理事全員で 25 名以内  
(4) 監事 2 名以内  
(5) 顧問 若干名  
２ 役員は無給とする。  
３ 理事および監事は総会において正会員中から選任する。  
理事・監事の選任の方法は別に定める規則による。  
 
理事会  
第１１条 理事会は理事および監事により構成される。  
２ 理事は互選により会長を選出する。  
３ 理事・監事の任期は１月１日から翌年の１２月３１日までの２年間とする。  
４ 理事・監事は再任ができる。ただし、連続して就任できる期間は３期６年までとする。  
５ 監事は理事を兼ねることができない。  
 
第１２条 会長は本会を代表し、会務を総理する。  
２ 会長は総会および理事会を招集してその議長となる。 
３ 会長は副会長を指名する。  
４ 副会長は会長を補佐し、会長の指示により、または会長に事故あるときは、その職務 
を代行する。  
５ 事務局長は、会長の指示により、本会の事務及び事務局委員会を掌理する。  
６ その他の理事は、会長の指示により会務を担当する。   
７ 監事は本会の会計と業務を監査する。  
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第１３条 理事会は、この会則に定める総会の権限であるもの以外の次の事項を議決し執行する。  
(1) 事業計画および収支予算  
(2) 事業報告および収支決算  
(3) 会員の入退会  
(4) 諸規則の制定および改廃  
(5) その他重要な事項  
 
第１４条 理事･監事が次の事項に該当するときは、総会の議決に基づいて解任･交代することができる。  
(1) 一身上の都合により役員の任を続けられないとき  
(2) 心身の障害のために職務の執行に耐えないとき  
(3) 職務上の義務違反または役員たるにふさわしくない行為があるとき  
２ 任期の途中で新しく選任された役員の任期は前任者の残余の期間とする。  
 
顧問  
第１５条 顧問は、会長が有識者の中からこれを委嘱する。  
２ 顧問の任期は，委嘱した会長の任期と同じとする．  
３ 顧問は再任ができる．  
４ 顧問は他の役員を兼ねることができない．  
 
第１６条 顧問は、会長の求めに応じて意見を述べることができる．  
２ 顧問は随時，会長に対して意見具申ができる．  
 
事務局  
第１７条 本会は会長の下に事務局を置く。 
２ 事務局は事務局長(理事・副会長)が管理する．  
３ 事務局の運営は別に定める規則による。  
 
支部 
第１８条 本会は理事会の下に支部を置き、各地域において本会の事業を促進する。 
２ 会長が理事のうちから支部長を指名する。 
３ 支部の設置・運営は別に定める規則による。 
４ 必要に応じて国外に支部をおくことができる。 
 
分科会 
第１９条 本会は理事会の下に分科会を置き、各分科における研究を促進する。 
２ 会長が理事のうちから分科会長を指名する。 
３ 分科会の設置・運営は別に定める規則による。 
４ 必要に応じて時限的な分科会を設置することができる。 
 
第４章 総会  
 
第２０条 総会は正会員によって構成される。  



２ 通常総会は毎年１回、会長が招集する．  
３ 臨時総会は次の場合に会長が招集する．  
(1) 会長がこれを必要と認めたとき  
(2) 正会員の５分の１以上からあらかじめ議事を示して請求されたとき  
 
第２１条 会長が総会の議長となる．  
２ 会長の指名により，会長以外の者が総会の議長となることができる．  
３ 総会は正会員の２分の１以上が出席しなければ議事を開き議決することはできない．  
４ 正会員は書面あるいは書面に替わるものをもって会議に出席することができる。  
５ 総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところに 
よる。  
６ 総会は郵便・電子メール等による通信媒体を利用して開催することができる。  
 
第２２条 総会は、理事会から提出される次の事項を議決する。  
(1) 理事･監事の選任  
(2) 事業報告および収支決算  
(3) 事業計画および収支予算  
(4) その他理事会において必要と認めた事項  
２ 総会は、正会員の５分の１以上からあらかじめ請求された議事を審議する。  
 
第５章 資産および会計  
 
第２３条 本会の会計年度は毎年１月１日にはじまり１２月３１日に終わる。  
 
第２４条 本会の資産は次のとおりである。  
(1) 入会金および会費  
(2) 事業に伴う収入  
(3) 資産から生じる果実  
(4) 寄付金品  
(5) その他の収入  
 
第２５条 本会の資産は理事会の議決を経て会長の指示の下で事務局長が管理する。  
 
第２６条 本会の事業計画および収支予算は、毎会計年度の開始前に、会長の指示の下に 
事務局長が起案し、理事会の議決を経て、総会にて承認を受けなければならない。  
２ 本会の収支決算は、毎会計年度の終了後に、会長の指示の下に事務局長が作成し、理 
事会の議決を経て、総会にて承認を受けなければならない。  
 
第６章 著作権 
 
第２７条 本会の発行する出版物ならびに Web サイト等に記載された各種記事の著作権は本会に属す

るものとする。また、転載の希望がある場合は所定の様式の転載許可申請書を提出すること、ならびに



完全引用の場合は内容に関して一切の改変を認めないこと、部分引用の場合は完全な引用情報を付すこ

とを条件に転載を認める。ただし、これらの各種記事の著者が自己引用する場合はこの限りではない。 
 
 
第７章 会則の改廃および解散  
 
第２８条 本会則を改廃するには理事会の提案により、総会で過半数の同意がなければならない。  
 
第２９条 本会を解散するには理事会の提案により、総会で４分の３以上の同意がなければならない。  
 
補則  
１ 本会は 2006 年 4 月 1 日に発足する。  
２ 発足時から 2006 年度通常総会が開催されるまでの間は旧新磁気科学研究会の会則および人事を援

用する。  
３  本会則に関わらず、2007 年度の会費を事前に徴収するものとする。  
 
以上  


